
保育標準時間 7：00～18：00 １１時間保育

保育短時間    8：30～16：30 ８時間保育 認定区分 該当児童 町での対象施設 認定区分 該当児童 町での対象施設・事業

保育標準時間 7：30～18：30 １１時間保育

保育短時間    8：30～16：30 ８時間保育

教育標準時間 8：30～14：00

保育標準時間（施設により異なる） １１時間保育

保育短時間（施設により異なる） ８時間保育

教育標準時間（施設により異なる）

保育の種類 実施期間

延長保育 月曜日～土曜日

特別延長保育 月曜日～土曜日

月曜日～金曜日

土曜日、長期休業

月曜日～金曜日

土曜日、長期休業

特別預かり保育
月曜日～土曜日
長期休業

　※ばんげ保育所、坂下南・東幼稚園以外の施設における延長保育等の実施の有無や料金につきましては、各施設にお問合わせください。

幼稚園等

１号認定

階層区分 教育標準時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

第１階層 0円 0円

第２階層 0円 0円

第３階層 48,600円未満 9,700円 8200円

第４階層 48,600円以上　72,800円未満 12,300円 11,200円

第５階層 72,800円以上　97,000円未満 15,000円 11,200円

第６階層 97,000円以上　133,000円未満 18,600円 18,000円

第７階層 133,000円以上　169,000円未満 22,200円 18,000円

第８階層 169,000円以上　235,000円未満 26,300円 23,200円

第９階層 235,000円以上　301,000円未満 30,000円 23,200円

第１０階層 301,000円以上　397,000円未満 39,000円 30,000円

第１１階層 397,000円以上 51,000円 39,000円

会　津　坂　下　町　幼　稚　園　・　保　育　施　設　等　利　用　者　負　担　額（令和5年4月～）
保　育　時　間

保育施設・幼稚園 保　育　時　間 保　育　料 認定の種類

ばんげ保育所
えくぼ遊育園

3号認定（3歳未満児）の保育標準時間を参照 教育・保育給付認定 施設等利用給付認定

3号認定（3歳未満児）の保育短時間を参照

もみの木保育園
ばんびはうす

3号認定（3歳未満児）の保育標準時間を参照
１号認定 満３歳以上 幼稚園

２号認定
満３歳以上で最初の３
月３１日を過ぎた子ど

も

保育施設
幼稚園預かり保育

3号認定（3歳未満児）の保育短時間を参照

坂下南・東幼稚園 １号認定の教育標準時間を参照
２号認定 満３歳以上 保育施設

町外の保育施設
3号認定又は2号認定の保育標準時間を参照

３号認定
満３歳未満で最初の３
月３１日を迎える前の

子ども
保育施設3号認定又は2号認定の保育短時間を参照

３号認定 満３歳未満 保育施設

ばんげ保育所

7：00 ～  8：00
16：30 ～ 18：00

18：00 ～ 19：00

町外の幼稚園 １号認定の教育標準時間を参照

保育施設・幼稚園 保　育　時　間

延 長 ・ 預 か り 保 育 料

保育施設 ばんげ保育所

坂下南・東幼稚園

預かり保育

7：00 ～ 8：00
14：00 ～ 18：00

7：00 ～ 18：00

一時預かり保育

7：00 ～ 8：00
14：00 ～ 18：00

延長保育 特別延長保育 預かり保育 一時預かり保育 特別預かり保育

7：00 ～ 18：00

18：00 ～ 19：00

利用者負担額（保育料）

各月初日の入園（所）児の属する世帯の階層区分

通 常 保 育 料 （ 月 額 ）

備　考

使用毎に申請が必要

登録制

定　義

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

無　料
※別途、給食費あり

無　償
※別途、給食費等あり

2号認定（3歳児以上） 3号認定（3歳未満児）

使用毎に申請が必要

100円/1時間
利用日数×450円
（月額上限11,300
円）までは無償

100円/1時間
１回300円

町民税非課税世帯

第1階層を除き、当該年度の4
月から8月分までの利用者負
担額の算定にあっては前年度
分の、当該年度の9月から3月
分までの利用者負担額の算定
にあっては当該年度分の町民
税額の区分が右欄の区分に
該当する世帯

朝：100円
（午前7時～8時）

夕方：200円
（午後4時30分～6時）

１回300円

坂下南・東幼稚園


